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県道路線変更に関する告示（昭和��年島根県告示第��号）の一部を次のように改正し、平成��年�月�日から施行す

る。

平成��年	月��日

島根県知事 澄 田 信 義

表��の項中「新南陽日原線」を「新南陽津和野線」に改める。
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県道の路線の認定（昭和��年島根県告示第
�
号）の一部を次のように改正し、平成��年�月�日から施行する。

平成��年	月��日

島根県知事 澄 田 信 義

表�の項中
「出 雲

線
仁 多 」

を
「出 雲

線
奥出雲 」

に改め、同表��の項中
「邑 智

線
赤 来 」

を
「美 郷

線
飯 南 」

に改め、同表��の

項中
「日 原

線
須 佐 」

を
「津和野

線
須 佐 」

に改め、同表��の項中
「六日市

線
匹 見 」

を
「吉 賀

線
匹 見 」

に改め、同表�
の項中

「鹿 野
線

六日市 」
を
「鹿 野

線
吉 賀 」

に改め、同表��の項中
「邑 智

線
大 森 」

を
「美 郷

線
大 森 」

に改め、同表���の項中

「印 賀
線

横 田 」
を
「印 賀

線
奥出雲 」

に改め、同表��
の項中
「杉 戸

線
仁 多 」

を
「吉 田

線
奥出雲 」

に改め、同表��の項中

「須 川
線

六日市 」
を
「須 川

線
吉 賀 」

に改める。

���������


県道の路線の認定（昭和��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正し、平成��年�月�日から施行する。

平成��年	月��日

島根県知事 澄 田 信 義

表��の項中「吉田瑞穂線」を「吉田邑南線」に改める。

号外第��号 平成��年	月��日 (�)
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県道路線変更に関する告示の一部改正 （道 路 維 持 課） �

県道の路線の認定の一部改正（��件） （ 〃 ） �
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平成��年	月��日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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県道の路線の認定（昭和��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正し、平成��年�月�日から施行する。

平成��年	月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

表��の項中「仁摩瑞穂線」を「仁摩邑南線」に改める。
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県道の路線の認定（昭和��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正し、平成��年�月�日から施行する。

平成��年	月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

表
��の項中「平田大社自転車道線」を「出雲路自転車道線」に改める。
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県道の路線の認定（昭和��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正し、平成��年�月�日から施行する。

平成��年	月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

表��の項中「西郷都万五箇線」を「西郷都万郡線」に改める。
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県道の路線の認定（平成	年島根県告示第�号）の一部を次のように改正し、平成��年�月�日から施行する。

平成��年	月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

表
��の項中「松江平田自転車道線」を「宍道湖湖北自転車道線」に改める。
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県道の路線の認定（平成�年島根県告示第���号）の一部を次のように改正し、平成��年�月�日から施行する。

平成��年	月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

表���の項中「益田日原線」を「益田津和野線」に改める。
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県道の路線の認定（平成�年島根県告示第���号）の一部を次のように改正し、平成��年�月�日から施行する。

平成��年	月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

表��の項中「瑞穂赤来線」を「邑南飯南線」に改め、同表���の項中「横田高野線」を「奥出雲高野線」に改め、同表

���の項中「羽須美大和線」を「邑南美郷線」に改める。

号外第��号 平成��年	月
�日(�)
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県道の路線の認定（平成�年島根県告示第���号）の一部を次のように改正し、平成��年�月�日から施行する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

表	
�の項中「川本大和線」を「川本美郷線」に改める。
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県道の路線の認定（平成�年島根県告示第���号）の一部を次のように改正し、平成��年�月�日から施行する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

表�
の項中「瑞穂高宮線」を「邑南高宮線」に改める。

号外第	�号 平成��年�月��日 (�)
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